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大津市立保育所の管理運営に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 平成25年12月20日  

大津市長  越    直  美 

大津市規則第大津市規則第大津市規則第大津市規則第131313135555号号号号    

   大津市立保育所の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

 大津市立保育所の管理運営に関する規則（昭和50年規則第13号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第５条」を「第６条」に改める。 

第２条の表中 

「 

大津市立大平保育園 140 人 を 

                                              」 

「 

大津市立大平保育園 140 人 
に 

大津市立瀬田南保育園 60 人 

                                              」 

改める。 

 「付 則」を「附 則」に改め、附則第２項を削り、附則第１項の項番号を削る。 

附附附附    則則則則    

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の表の改正規定は、平成26年４月１日から施行する。 

 

 

大津市立葛川保育園の管理運営に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 平成25年12月20日  

大津市長  越    直  美 

大津市規則第大津市規則第大津市規則第大津市規則第136136136136号号号号    

   大津市立葛川保育園の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

 大津市立葛川保育園の管理運営に関する規則（平成23年規則第34号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第５条」を「第６条」に改める。 

附附附附    則則則則    

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

大津市立児童館の管理運営に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 平成25年12月20日  

大津市長  越    直  美 

大津市規則第大津市規則第大津市規則第大津市規則第137137137137号号号号    

   大津市立児童館の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

 大津市立児童館の管理運営に関する規則（平成24年規則第38号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項を削る。
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  附附附附    則則則則    

この規則は、公布の日から施行する。 

 


